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耐震シェルターとは
　居住室の内部を鉄骨や木材で補強し、地震により住宅
が倒壊しても安全な空間を確保するものです。
　地震時に避難が困難な方にとって、そのまま部屋で過
ごすことができます。
　生活の中心となる部屋に設けることが望ましいです。
　※１階設置が条件です。

助成制度の内容
《補助要件》
●平成12年５月以前に建築された木造住宅
●耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅
●応募者多数の場合は高齢者、障がい者を優先します

《補助率と補助額》
●耐震ベッド、耐震シェルター設置工事の６分の５以内の額
●補助対象額40万円（補助限度額は33.2万円）
※補助対象には、耐震ベッド・耐震シェルターの設置費、運搬費等を含みます。
申込期日：令和７年１月31日（金）

名　称 会　社　名 連　絡　先 ホームページアドレス
木質耐震シェルター 株式会社一条工務店 0120・422・231 http://ichijo.jp
木造軸組耐震シェルター「剛建」 有限会社宮田鉄工 0587・37・1569 http://www.taishin-shelter.co.jp
シェルキューブ 株式会社デリス建築研究所 03・3287・2011 http://www.delis-archi.co.jp

対象となる耐震シェルター

◀︎
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
の
一
例

<設置工事の費用が40万円の場合>

住宅所有者　40万円
補助金の合計
33万2千円

補助金を活用すると

国
13.3万円

県
13.3万円

町
6.6万円

住宅所有者
6.8万円

【お問い合わせ先】　産業建設課（TEL：６３・３８０４）

西川の特定都市河川指定に向けた
説明会が開催されます
　和歌山県では、気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害に対応するため、流域のあら
ゆる関係者が協働して水災害対策を行なう流域治水の取組を進めています。
　二級河川日高川の支川である西川について、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく特定都市
河川の指定による取組の推進を目指しており、このたび、同法に関する説明会を開催します。
日　時：７月12日（金） 午後２時〜、午後７時〜（内容は同じです）
場　所：御坊市民文化会館　小ホール（御坊市薗258番地の２）
説明会の内容　・特定都市河川浸水被害対策法の概要
　　　　　　　・特定都市河川指定による整備推進
　　　　　　　・流域内の開発行為（雨水浸透阻害行為）に必要となる流出抑制対策
その他
　駐車台数には限りがありますので、徒歩や自転車、公共交通機関、自家用車の乗り合わせなど
ご協力をお願いします。
　大雨警報発令時などの荒天時は、説明会を中止（延期）します。県河川課ホームページをご確認
ください。

【お問い合わせ先】   和歌山県県土整備部河川下水道局  河川課（TEL：０７３・４４１・３１３４）
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住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
を

行
う
と
、
そ
の
住
宅
の
固
定

資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象
住
宅
の
要
件

◦ 

昭
和
57
　

年
１
月
１
日
以
前

か
ら
存
在
す
る
専
用
住
宅
、

共
同
住
宅
、
併
用
住
宅（
居

住
部
分
の
割
合
が
２
分
の

１
以
上
あ
る
こ
と
）

◦ 

令
和
８
年
３
月
31
　

日
ま
で

に
耐
震
改
修
が
完
了
し
た

住
宅

◦ 

現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合

す
る
改
修
工
事
で
あ
る
こ

と
◦ 

１
戸
あ
た
り
の
耐
震
改
修

工
事
費
が
、50
　

万
円
を
超

え
る
も
の

減
額
さ
れ
る
範
囲
と
税
額

　

改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

の
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
、

長
期
優
良
住
宅
の
認
定
を
受

け
て
改
修
し
た
場
合
は
３
分

の
２（
た
だ
し
、
１
戸
あ
た
り

床
面
積
１
２
０
㎡
に
相
当
す

る
税
額
が
限
度
と
な
り
ま
す
）

　

高
齢
の
方
、
障
が
い
の
あ

る
方
等
が
居
住
す
る
住
宅
に

つ
い
て
、
次
の
要
件
を
満
た

す
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

を
行
っ
た
場
合
、
住
宅
の
固

定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象
住
宅
の
要
件

◦ 

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
　

年

以
上
を
経
過
し
た
住
宅（
賃

貸
住
宅
を
除
く
）お
よ
び
併

用
住
宅（
居
住
部
分
が
２
分

の
１
以
上
あ
る
こ
と
）

◦ 

改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積

が
50
　

㎡
以
上
２
８
０
㎡
以

下
で
あ
る
こ
と

対
象
住
宅
の
居
住
者
要
件

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

◦ 

65
歳
以
上
の
方

◦ 

要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

◦ 

障
が
い
の
あ
る
方

改
修
工
事
の
要
件

　

令
和
８
年
３
月
31
　
日
ま
で

に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

を
行
い
、
補
助
金
や
介
護
保

住
宅
の
耐
震
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度
に
つ
い
て

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度
に
つ
い
て

減
額
さ
れ
る
期
間

　

改
修
工
事
が
終
了
し
た
翌

年
度
分
の
み

　
※ 「
通
行
障
害
既
存
耐
震
不

適
格
建
築
物
」
に
該
当

す
る
住
宅
は
、
改
修
工

事
が
終
了
し
た
翌
２
年

度
分

そ
の
他

◦ 

こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は

１
戸
に
つ
き
１
度
し
か
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

◦ 

新
築
住
宅
の
減
額
や
バ
リ

ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修

工
事
に
よ
る
減
額
と
同
時

に
適
用
は
で
き
ま
せ
ん

申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内

に
、
改
修
工
事
内
容
が
確
認

で
き
る
書
類
等
を
添
付
の
う

え
税
務
課
へ
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
６
３・３
８
０
２
）

険
か
ら
の
給
付
金
を
除
い
た

自
己
負
担
額
が
50
　
万
円
を
超

え
る
も
の

改
修
工
事
の
内
容

◦ 

廊
下
の
拡
幅

◦ 

階
段
の
勾
配
緩
和

◦ 

浴
室
の
改
良

◦ 

ト
イ
レ
の
改
良

◦ 

手
す
り
の
取
り
付
け

◦ 

床
の
段
差
解
消

◦ 

引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

◦ 

床
表
面
の
滑
り
止
め
化　

な
ど

減
額
さ
れ
る
範
囲
と
税
額

　

改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

の
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１

（
た
だ
し
、
１
戸
あ
た
り
床
面

積
１
０
０
㎡
に
相
当
す
る
税

額
が
限
度
と
な
り
ま
す
）

減
額
さ
れ
る
期
間

◦ 

改
修
工
事
が
終
了
し
た
翌

年
度
分
の
み

そ
の
他

◦ 
こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は

１
戸
に
つ
き
１
度
し
か
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

◦ 

新
築
住
宅
の
減
額
や
、
耐

震
改
修
工
事
に
よ
る
減
額

と
同
時
に
適
用
は
で
き
ま

せ
ん

（
た
だ
し
、
省
エ
ネ
改
修
工
事

に
よ
る
減
額
と
の
同
時
適
用

は
可
能
で
す
）

申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内

に
、
改
修
工
事
内
容
が
確
認

で
き
る
書
類
等
を
添
付
の
う

え
税
務
課
へ
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
６
３・３
８
０
２
）
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